
「特定包括輸出許可等について」の一部改正について

新旧対照表 （傍線部分が改正部分）

改 正 案 現 行

（略） （略）

記 記

１～６ （略） １～６ （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別記第１～別記第３ （略） 別記第１～別記第３ （略）

別記第４ 別記第４

１～７ （略） １～７ （略）
８ 輸出令別表第１の16の項(82) に掲げる貨物であって、貨物等省 ８ 輸出令別表第１の16の項(82) に掲げる貨物であって、貨物等省
令第７条第１号ロ又は第３号ロ若しくはハに該当するもの 令第７条第１号ロ又は第３号ロに該当するもの

９～11 （略） ９～11 （略）

別記第５～別記第７ （略） 別記第５～別記第７ （略）

別記第８ 別記第８
１～５ （略） １～５ （略）

６ 輸出令別表第１の８の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省 ６ 輸出令別表第１の８の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省
令第７条第１号ロ若しくはハ又は第３号ロ若しくはハに該当するも 令第７条第１号ロ若しくはハ又は第３号ロに該当するもの
の

７～13 （略） ７～13 （略）

別記第９ （略） 別記第９ （略）

別表 （略） 別表 （略）




